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第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この告示は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。

以下「法」という。）の施行に伴い、法令違反等に関する通報を適切

に処理するため、市が取り組むべき基本的事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この告示における用語の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定めるところによる。 

(1)　内部の職員等　次に掲げる者 

ア　市の職員（通報をした日前１年以内に市の職員であった者を含

む。） 

イ　市との契約に基づき行う事業に従事する労働者（通報をした日

前１年以内に当該労働者であった者を含む。） 

ウ　市に対して役務の提供を行う派遣労働者（労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年

法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以下同

じ。）（通報をした日前１年以内に当該派遣労働者であった者を含

む。） 



(2)　外部の労働者　通報対象事実に関係する事業者に雇用されてい

る労働者、通報対象事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働

者及び通報対象事実に関係する事業者の取引先の労働者（通報をし

た日前１年以内に当該労働者又は派遣労働者であった者を含む。） 

(3)　通報対象事実　法第２条第３項に規定する事実（同条第１項に規

定する公益通報に係る事実に限る。） 

（通報対応責任者） 

第３条　公益通報処理体制を整備し、及び通報に係る受付、調査、措置

その他の事務を統括するため、通報対応責任者を置く。 

２　前項に規定する通報対応責任者は、企画管理部を担任する副市長を

もって充てる。 

（通報の受付窓口） 

第４条　通報を受け付ける窓口は、次の各号に掲げる通報の区分に応じ、

当該各号に定める課とする。 

(1)　内部の職員等からの通報　企画管理部職員課（以下「職員課」と

いう。） 

(2)　外部の労働者からの通報　市民生活部市民協働相談課（以下「市

民協働相談課」という。） 

（通報の担当課） 

第５条　通報を調査する課（以下「調査担当課」という。）は、通報に

係る事務を所管する課とする。ただし、内部の職員等からの通報のう

ち、通報に係る事務を所管する課が調査を行うことが不適当と認めら

れるものに係る調査担当課は、その都度定めるものとする。 

（通報者特定情報の共有） 

第６条　通報者の氏名その他の通報者を特定させる情報（以下「通報者

特定情報」という。）は、正当な理由がある場合を除き、次の各号に

掲げる通報の区分に応じ、当該各号に定める者の範囲を超えて共有し

てはならない。 



(1)　内部の職員等からの通報　次条に規定する公益通報対応業務従

事者 

(2)　外部の労働者からの通報　通報対応責任者及び市民協働相談課

の職員（通報の受付の業務を担当する職員に限る。） 

２　第１５条第３項の場合にあっては、前項第２号中「市民協働相談課」

とあるのは「調査担当課」と、「受付」とあるのは「受付又は調査」

とする。 

第２章　内部の職員等からの通報 

（公益通報対応業務従事者） 

第７条　法第１１条第１項に規定する公益通報対応業務従事者（以下「公

益通報対応業務従事者」という。）は、通報対応責任者及び職員課の

職員（内部の職員等からの通報の受付の業務を担当する職員に限る。）

とする。 

２　前項に規定するもののほか、任命権者は、特に必要と認める場合は、

同項に規定する職員以外の職員を公益通報対応業務従事者として指名

するものとする。 

３　前項の規定による指名は、書面その他の公益通報対応業務従事者と

しての指名であることが明らかとなる方法により行うものとする。 

４　第２項の規定により公益通報対応業務従事者を指名したときは、指

名された者の所属、職及び氏名を企画管理部文書法務課（以下「文書

法務課」という。）に連絡するものとする。 

（内部の職員等からの通報の範囲） 

第８条　職員課において受け付ける通報は、市の機関又は当該機関の事

務に従事する職員その他の者についての法第３条第１号に掲げる場合

における内部の職員等からの通報とする。ただし、通報した者が特定

される通報に限るものとする。 



２　職員課、調査担当課及び関係課等は、前項に規定する通報以外の通

報のうち必要と認めるものについて、この章の規定に準じて処理する

ものとする。 

（内部の職員等からの通報の受付） 

第９条　職員課は、内部の職員等から通報を受けたときは、通報者の秘

密保持に配慮の上、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる

事実を把握し、並びに通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び

通報者の秘密は保持されることを、通報者に対し、説明するものとす

る。 

２　職員課は、内部の職員等から通報を受け付けたときは、通報者特定

情報を秘匿した上で、その内容を文書法務課に連絡するものとする。 

（内部の職員等からの通報の引継ぎ等） 

第１０条　職員課は、内部の職員等から通報を受け付けたときは、通報

対応責任者の指揮の下、速やかに調査担当課を決定し、当該通報を調

査担当課に引き継ぐものとする。この場合において、正当な理由があ

る場合を除き、通報者特定情報を秘匿した上で、引き継ぐものとする。 

２　職員課は、前項の規定による通報の引継ぎを行った場合は、通報者

特定情報を秘匿した上で、その旨を文書法務課に連絡するものとする。 

３　調査担当課は、通報対応責任者の指揮の下、通報を受理するかどう

かを決定し、通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは

受理しない旨及びその理由を、遅滞なく職員課に対し報告するものと

する。 

４　調査担当課は、通報対応責任者の指揮の下、調査の必要性を十分に

検討し、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない

場合はその旨及び理由を、遅滞なく職員課に対し報告するものとする。 

５　職員課は、前２項の規定による報告を受けたときは、その内容を通

報者に通知するものとする。この場合において、当該通報が書面によ



り行われたものであるときは、当該通知（前項に係るものに限る。）

は、通報を受け付けた日から２０日以内に行わなければならない。 

６　調査担当課は、第３項又は第４項の規定による報告をしたときは、

通報者特定情報を秘匿した上で、その内容を文書法務課に連絡するも

のとする。 

（内部の職員等からの通報の調査） 

第１１条　調査担当課は、通報対応責任者の指揮の下、調査を実施する

ものとし、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報

者が特定されないよう十分に配慮し、遅滞なく必要かつ相当と認めら

れる方法で行うものとする。 

２　調査担当課は、調査の実施に当たっては、利害関係人の秘密、信用、

名誉及びプライバシー等に配慮するものとする。 

３　調査担当課は、調査の進捗状況について、職員課に対し適宜報告す

るとともに、調査結果を速やかに取りまとめ、遅滞なくその結果を職

員課に対し報告するものとする。 

４　前条第５項前段及び第６項の規定は、前項の報告を受け、又は報告

をした場合について準用する。 

（内部の職員等からの通報に対する措置等） 

第１２条　調査担当課は、調査の結果、通報対象事実があると認めると

きは、通報対応責任者の指揮の下、速やかに是正措置及び再発防止策

（以下「是正措置等」という。）を講じ、又は関係課等に是正措置等

を講ずるよう求めるものとする。 

２　調査担当課及び関係課等（以下「調査担当課等」という。）は、是

正措置等を講じ、又は関係課等に是正措置等を講ずるよう求めたとき

は、その内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等

に配慮の上、遅滞なく職員課に対し報告するものとする。 

３　第１０条第５項前段及び第６項の規定は、前項の報告を受け、又は

報告をした場合について準用する。 



４　調査担当課等は、通報の処理終了後、是正措置等が十分に機能して

いることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな

是正措置その他の改善を行うよう努めるものとする。 

（内部の職員等の保護等） 

第１３条　市の機関は、内部の職員等に対し、通報したことを理由とし

て不利益な取扱いをしてはならない。 

２　職員課及び調査担当課等は、通報の処理が終了した後においても、

通報者が通報したことを理由に不利益な取扱いが行われないよう、通

報者の保護に努めるものとする。 

（職員への周知） 

第１４条　職員課は、内部の職員等に対し通報の処理の仕組み等につい

て、周知するよう努めるものとする。 

第３章　外部の労働者からの通報 

（外部の労働者からの通報の範囲等） 

第１５条　市民協働相談課において受け付ける通報は、法第３条第２号

に掲げる場合における外部の労働者からの通報とする。ただし、通報

した者が特定される通報に限るものとする。 

２　市民協働相談課は、外部の労働者からの通報であって、前項に規定

する通報以外の通報は、市民からの相談に係る事務に準じて受け付け、

処理するものとする。 

３　外部の労働者から第１項に規定する通報が直接調査担当課にあった

場合は、当該調査担当課が当該通報を受け付けるものとする。 

（外部の労働者からの通報の受付及び教示） 

第１６条　市民協働相談課は、外部の労働者からの通報を受け付けたと

きは、通報者の秘密保持に配慮の上、通報者の氏名及び連絡先並びに

通報の内容となる事実を把握し、並びに通報者の秘密は保持されるこ

とを通報者に対し説明するものとする。 



２　市民協働相談課は、通報内容となる事実について、市が権限を有し

ない場合は、権限を有する行政機関を、遅滞なく通報者に対し教示す

る。 

３　市民協働相談課は、外部の労働者からの通報を受け付けた場合又は

前項の規定により教示を行った場合は、通報者特定情報を秘匿した上

で、その内容を文書法務課に連絡するものとする。 

４　前条第３項の場合における前３項の規定の適用については、第１項

及び第２項中「市民協働相談課」とあるのは「調査担当課」と、前項

中「市民協働相談課」とあるのは「調査担当課」と、「文書法務課」

とあるのは「文書法務課を経由し通報対応責任者」とする。 

（外部の労働者からの通報の引継ぎ等） 

第１７条　市民協働相談課は、外部の労働者から通報を受け付けたとき

は、通報対応責任者の指揮の下、速やかに調査担当課を決定し、当該

通報を調査担当課に引き継ぐものとする。この場合において、正当な

理由がある場合を除き、通報者特定情報を秘匿した上で、引き継ぐも

のとする。 

２　市民協働相談課は、前項の規定による通報の引継ぎを行った場合は、

通報者特定情報を秘匿した上で、その旨を文書法務課に連絡するもの

とする。 

３　調査担当課は、当該通報を法に基づく公益通報として受理したとき

は受理した旨を、受理しないときは受理しない旨又は情報提供として

受け付ける旨を、遅滞なく市民協働相談課に対し報告しなければなら

ない。 

４　調査担当課は、通報の受理から処理の終了までに必要と見込まれる

期間を、遅滞なく市民協働相談課に対し報告するよう努めるものとす

る。 



５　第１５条第３項の場合における前２項の規定の適用については、こ

れらの規定中「市民協働相談課」とあるのは「通報者」と、「報告」

とあるのは「通知」とする。 

６　市民協働相談課は、第３項又は第４項の規定による報告を受けたと

きは、その内容を通報者に通知するものとする。 

７　調査担当課は、第３項若しくは第４項の規定による報告をし、又は

第５項の規定により読み替えられた第３項若しくは第４項の規定によ

る通知をしたときは、通報者特定情報を秘匿した上で、その内容を文

書法務課を経由して通報対応責任者に連絡するものとする。 

（外部の労働者からの通報の調査） 

第１８条　調査担当課は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守

るため、通報者が特定されないよう十分に配慮の上、遅滞なく必要か

つ相当と認められる方法で行うものとする。 

２　調査担当課は、適切な事務の執行の確保、利害関係人の営業秘密、

信用、名誉及びプライバシー等に配慮の上、調査の進捗状況について、

市民協働相談課に対し適宜報告するとともに、調査結果を速やかに取

りまとめ、遅滞なくその結果を市民協働相談課に対し報告するものと

する。 

３　第１５条第３項の場合における前項の規定の適用については、「市

民協働相談課」とあるのは「通報者」と、「適宜報告」とあるのは「適

宜通知」と、「報告するものとする」とあるのは「通知しなければな

らない」とする。 

４　前条第６項及び第７項の規定は、第２項の規定による報告を受け、

若しくは報告をし、又は前項の規定により読み替えられた第２項の規

定による通知をした場合について準用する。 

（外部の労働者からの通報の受理後の教示） 

第１９条　調査担当課は、通報を受理した後、市以外の他の行政機関が

処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権



限を有する行政機関を、遅滞なく市民協働相談課に対し報告するもの

とする。 

２　第１５条第３項の場合における前項の規定の適用については、「市

民協働相談課」とあるのは「通報者」と、「報告」とあるのは「教示」

とする。 

３　第１７条第６項及び第７項の規定は、第１項の規定による報告を受

け、若しくは報告をし、又は前項の規定により読み替えられた第１項

の規定による教示をした場合について準用する。 

（外部の労働者からの通報の調査結果に基づくに係る措置等） 

第２０条　調査担当課は、調査の結果、通報対象事実があると認めると

きは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置（以下単に「措

置」という。）を講ずるものとする。 

２　調査担当課が措置を講じたときは、その内容を、適切な事務の執行

の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配

慮の上、遅滞なく市民協働相談課に対し報告するものとする。 

３　第１５条第３項の場合における前項の規定の適用については、「市

民協働相談課」とあるのは「通報者」と、「報告」とあるのは「通知」

とする。 

４　第１７条第６項及び第７項の規定は、第２項の規定による報告を受

け、若しくは報告をし、又は前項の規定により読み替えられた第２項

の規定による通知をした場合について準用する。 

第４章　雑則 

（協力義務） 

第２１条　市の機関は、通報について、職員課、調査担当課及び他の行

政機関から調査の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を

除き、必要な協力を行うものとする。 



２　市の機関は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有

する他の行政機関がある場合においては、連携して調査を行い、又は

措置を講ずるなど、相互に緊密に連絡し、協力するものとする。 

（公表） 

第２２条　文書法務課は、公益通報に係る是正措置等の内容その他公益

通報の処理状況について、インターネットの利用その他の方法により

公表するものとする。 

（細則） 

第２３条　この告示に定めるもののほか、通報の処理に関し必要な事項

は、別に定める。 

附　則 

この告示は、令和４年６月１日から施行する。 

附　則（令和５年３月３１日富山市告示第１１８号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。  


